
議案第２２号 

 

那須烏山市収入印紙等購買基金設置及び管理条例の一部改正につい

て 

 

那須烏山市収入印紙等購買基金設置及び管理条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２５日提出 

 

那須烏山市長 川 俣 純 子 
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那須烏山市収入印紙等購買基金設置及び管理条例の一部を改正する条例 

令和 年 月 日 

那須烏山市条例第 号 

 那須烏山市収入印紙等購買基金設置及び管理条例（平成22年３月那須烏山市条例第14号）

の一部を次の表のように改正する。 

 

改  正  後 現     行 

那須烏山市収入印紙購買基金 設置及び管理

条例 

 

那須烏山市収入印紙等購買基金設置及び管理

条例 

 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第241条の規定に基づき、収入印紙購買基金 

の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定める

ものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第241条の規定に基づき、収入印紙等購買基金

の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定める

ものとする。 

  

（設置） （設置） 

第２条 収入印紙               

       の購入及び売りさばきに関する事

務を行うため、市に収入印紙購買基金 （以下「基

金」という。）を設置する。 

第２条 収入印紙及び栃木県収入証紙（以下「収入印

紙等」という。）の購入及び売さばき に関する事

務を行うため、市に収入印紙等購買基金（以下「基

金」という。）を設置する。 

  

（収入印紙 の購入計画） （収入印紙等の購入計画） 

第７条 市長は、収入印紙 の売りさばきに関する

事務の予定を勘案して、適正な収入印紙 の購入

計画を立てなければならない。 

 

第７条 市長は、収入印紙等の売さばき に関する

事務の予定を勘案して、適正な収入印紙等の購入

計画を立てなければならない。 

 

  

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


